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保
護
司
の
皆
様
方
に

は
、
日
頃
よ
り
更
生
保
護
活
動
を
通
じ
、
犯
罪
や

非
行
の
な
い
明
る
い
社
会
づ
く
り
に
ご
尽
力
を
賜

り
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

坂
戸
市
で
は
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
安
全
は
自

分
た
ち
で
守
る
と
い
う
防
犯
意
識
の
も
と
、
平
成

21
年
12
月「
坂
戸
市
防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
条

例
」を
制
定
し
、
市
、
市
民
、
事
業
者
等
が
連
携

を
図
り
な
が
ら
、
様
々
な
防
犯
活
動
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
振
り
込
め
詐
欺
被
害
は
、
年
々

　

川
越
地
区
保
護
司
会

の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
日
頃
か
ら
、
犯

罪
や
非
行
を
し
た
人
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
支
援

や
、
再
犯
防
止
、
地
域
の
犯
罪
・
非
行
の
予
防
な
ど
、

様
々
な
活
動
を
通
し
て
、
犯
罪
の
な
い
社
会
づ
く

り
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま

す
。

　

鶴
ヶ
島
市
で
は
、
７
月
を「
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
」の
強
化
月
間
と
位
置
づ
け
て
、
保
護
司

の
皆
様
が
分
担
し
て
、
市
内
に
あ
る
５
校
の
中
学

校
と
鶴
ヶ
島
清
風
高
等
学
校
を
訪
れ
、
運
動
の
啓

犯
罪
の
な
い
町
づ
く
り
を
目
指
し
て

　
　
　

坂
戸
市
長　
　

石

川
　

清

わ
が
市
の
社
明
運
動
に
つ
い
て

　
　
　

鶴
ヶ
島
市
長　
　

藤

縄

善

朗

増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
25
年
12
月「
振

り
込
め
詐
欺
撲
滅
宣
言
」を
行
い
、
地
元
警
察
署
を

始
め
、
各
種
団
体
の
皆
様
方
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、

年
末
年
始
特
別
警
戒
パ
ト
ロ
ー
ル
に
併
せ
、
詐
欺

撲
滅
に
向
け
た
更
な
る
注
意
喚
起
、
啓
発
活
動
を

実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
も
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
全
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
、
犯
罪
の
な
い
町
づ
く
り
を
目
指
し
、

各
種
の
施
策
を
推
進
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま

す
の
で
、
保
護
司
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、

明
る
い
地
域
社
会
実
現
の
た
め
、
な
お
一
層
の
お

発
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
・
黄
色
い
羽
根
を
、
全
校
生
徒

に
配
布
す
る
な
ど
し
て
、
啓
発
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

い
じ
め
、
非
行
な
ど
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環

境
は
多
様
化
、
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
中
、
保
護
司
と
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
皆
様

が
連
携
を
深
め
る
こ
と
で
、
問
題
発
生
後
の
対
応

だ
け
で
な
く
、
問
題
発
生
の
予
防
、
安
心
安
全
な

地
域
づ
く
り
に
結
び
つ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。
民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど
の
関
係
機
関

と
の
更
な
る
連
携
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

保
護
司
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
犯
罪

力
添
え
を
賜
り
ま
す
と
と
も
に
、
川
越
地
区
保
護

司
会
の
限
り
な
い
発
展
と
会
員
皆
様
の
ま
す
ま
す

の
ご
活
躍
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

や
非
行
か
ら
の
立
ち
直
り
の
支
援
、
明
る
い
社
会

を
つ
く
る
た
め
の
活
動
に
、
今
後
も
、
一
層
の
お

力
添
え
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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保護司の行う面接

●面接者の心構えについて
　保護観察は、本人が持つ問題点を解消し、再び
犯罪や非行をおこさないよう、その立ち直りを助
ける営みです。そのためには、「公正を旨とし、観
察対象者に対しては厳格な姿勢と慈愛の精神を持
って接し信頼を得るよう努める」ことが大切です。

●保護司の行う面接について
　面接には治療・援助、調査、指導、調整の四つ
の機能があります。
　面接の基本は対象者が主体的に生きるのを助け
ることに在りますので、治療や援助を中心とする
援助面接の方法が基本となります。

●具体的な指導方法について
❶傾　　聴　 「うんうん」「へえ」うなずきやあいづ

ちを繰り返しながら耳を傾ける。
❷受　　容　 本人の不安や感情を本人の立場に立

って理解し受けとめる。
　　　　　　 「そう、そういうことでいらいらし

ているのかな」
❸繰り返し　 本人が使った言葉や表現をそのまま

再び相手に返す。
　　　　　　 「最近調子が悪いんです」「そう、調

子が悪いのね」
❹質　　問
　　　　　㋐　事実を知るための質問
　　　　　　　「会社を辞めたのはどうしてですか」
　　　　　㋑　表現が苦手な者への質問　
　　　　　　　「たとえば、どういうことでしょうか」
　　　　　　　「○○について聞かせてください」
　　　　　㋒　 その他、「はい、いいえ」で答えら

　保護観察は「接触に始まり、接触に終わる」と言われ、中でも、面接は保護
観察の成否を左右するほど重要です。

れる質問
　　　　　　 「○○ですか」「○○しますか」など使

い分ける。
❺支持・はげまし
　　　　　　 「それでいいよ」「よく我慢した」「よく

やった」など。
❻反　　射　 本人の話を聴いて、そこで感じ取っ

たものを伝え返す。
　　　　　　「○○と感じているんだね」「○○ですね」
❼明 確 化　 本人が伝えたかったことを保護司が

理解し、相手に伝える。
　　　　　　「○○と言いたかったのですね」
❽自己表明　 保護司の見解や経験などを本人に伝

えます。
　　　　　　 「私には、あなたの考えが少し甘いよ

うに思いますが」
❾対　　決　 本人の行動に対する意見を述べる。

「○○の約束が守られて居ないように
思うが、どうだろうか」

10解　　釈　 本人が自分の問題を新しく見直せる
ように、正しい判断の基準、別の見
方を提供。

　　　　　　 「お話の中の○○については○○の意
味があるように思われますね」

●面接で最も大切なことは？
　保護観察を円滑に行うためには、お互いの信頼
関係が大切となります。対等な関係で、相手の立
場を尊重し、焦らず、本人とじっくり向き合うこ
とで相互理解が進み、面接を重ねる中で信頼関係
が増して行きます。
　特に、感情を表す言葉には、聞き逃さずに耳を
傾けてください。 （熊谷洋興）

＜非行少年の処遇の流れ＞
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社会を明るくする運動 (社明運動)

は、年3回小中学校を持ち回り会場として、各学校
各種団体が50名位集まり、情報交換会を開き、犯
罪の芽を小さいうちに見つける活動をしていると
ころがあります。）
　地域の目が犯罪防止の抑止力に！

＜参考＞　茨城県Ｊ支部の状況
・平成13年、法務省からの指導で中学校・ＰＴＡ・更生保護女性会の方々と話し合い、毎年７月、全中学
校２年生を対象に「薬物乱用防止教室」を行うことを決め、実施してきている。保護司が分担して、講師を
務め、各クラス１時限いただき、パンフレットを配布・更生保護・ビデオ鑑賞・事犯事例を話す。
夏休み前に、３年生対象の「非行防止教室」を警察署の係官が行い、保護司・更生保護女性会より具体的事
例を話す。
・生徒指導対策研究委員会を、11月から12月にかけて中学校毎に生徒指導教員・小学校教員・保護司・民
生委員・児童委員計50名が出席し、学校の運営などについてグループ討議を２時間行っています。

　埼玉県の少年非行件数は、東京・大阪についで3
位を占めており、少年人口比で見ても全国平均よ
り多く、減少傾向が見られません。（２頁２、右記
の表参照）。
　あなたは、この状態をどのように受け止められ
ますか？　三人の保護司の意見を聞きました。ど
うぞ、ご一緒にお考えください。

～Ａ氏～
・原因ははっきりしないが、埼玉県は警察官一人あ
たりの人口負担率が全国で最も高い（637人・全国
平均497人）ことも一因であると考えられ、新たな
犯罪事象（ストーカー、虐待など）が増加して歯止
めがかからないからではないか。
・しかし、家庭環境がポイントになる。家族が、そ
の機能を果しておらず、それぞれ好き勝手にやっ
ている。親が子供に真剣に向かい合い抑止力を正
しく発揮して非行に走らないように努力をするこ
とが必要ではないか。

～Ｂ氏～
・埼玉県は、首都圏に近く環境的にも激しく影響を
受けやすい所に位置し、非常に刺激を受けやすい
のが実態である。
・社会全体で見守って犯罪のない町にしたいが、各
人の仕事もあり、改善したいと思っているが、今
まで通りの支援しかできないのが、現状です。
・今後も、中学校と連携を強化しながら活動してい
きたい。

～Ｃ氏～
・数字を見て、これからの事を考え、非行防止対策
として、地域の学校・ＰＴＡ・自治会・民生委員・
児童委員等と連絡を取り合い、少年非行防止対策に
取り組んでいかなければなりません。（ある地域で

第
63
回「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

作
文
コ
ン
テ
ス
ト
入
賞
者

小
学
生
の
部

ふ
じ
み
野
市
立
西
小
学
校
六
年

太　
田　

雄　
介

中
学
生
の
部

ふ
じ
み
野
市
立
大
井
東
中
学
校
二
年

荻　
原　
　
　
萌

一緒に考えましょう一緒に考えましょう  ～少年非行について～～少年非行について～
なぜ埼玉県の少年非行犯罪が多いのか？

年度別・居住地別検挙状況（刑法犯少年の人口比）

14 年 22年 23年 24年

川越市 14.4 11.1 12.2 10.9

坂戸市 14.4 14.8 14.3 11.2

鶴ヶ島市 10.8 12.7 14.5 12.2

富士見市 17.1 13.1 11.4 12.0

ふじみ野市 16.3（※） 8.8 14.8 13.2

東京都 10.5 7.6 6.9 5.8

神奈川県 － 8.2 7.7 6.2

千葉県 － 13.2 11.3 8.6

全国 － 11.8 10.7 9.1
＊少年人口１千人当たりの検挙人員
※上福岡市のデータ
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富士見市

坂戸市

鶴ヶ島市
川越市

ふじみ野市

■保護司発掘 ーーーーーーーーーーー

　　　支部

だより　　　

　
「
お
も
て
な
し
」

　

昨
年
の
流
行
語
大
賞
に
、『
お

も
て
な
し
』と
い
う
語
が
あ
っ
た
。

「
和
食
」が
世
界
遺
産
に
選
ば
れ
て

か
ら
、
日
本
特
有
の
食
文
化
が
広
く
認
め
ら
れ
た
感
が
あ

る
。

　

古
来
、「
も
の
は
器
で
食
わ
せ
る
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

一
品
ご
と
に
、
視
覚
に
訴
え
る
器
が
選
ば
れ
、
盛
り
付
け

の
美
し
さ
と
相
ま
っ
て
、
本
来
の
味
覚
を
倍
増
さ
せ
る
。

　

戦
後
、
物
事
の
合
理
化
と
能
率
化
が
強
く
叫
ば
れ
、
機

能
を
果
た
せ
ば
良
い
と
の
発
想
か
ら
、
皿
・
コ
ッ
プ
が
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
・
紙
製
に
な
っ
た
り
、
湯
呑
み
が
カ
ッ
プ
と

共
用
に
ま
で
な
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。

　

昨
年
、
空
港
の
ラ
ウ
ン
ジ
を
使
用
し
て
驚
い
た
。
給
湯
器

か
ら
、お
茶
・
コ
ー
ヒ
ー
・
紅
茶
等
が
ボ
タ
ン
一
つ
で
出
る
が
、

器
が
カ
ッ
プ
の
み
で
、
い
く
ら
探
し
て
も
湯
呑
み
が
見
当

た
ら
な
い
。
仕
方
な
く
カ
ッ
プ
で
お
茶
を
の
ん
だ
が
、
全

く
味
気
な
か
っ
た
。

　

会
議
で
も
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
。
お

茶
を
水
代
わ
り
に
飲
む
な
ら
そ
れ
で
も
良
い
だ
ろ
う
。

　

日
本
の
お
茶
は
、
客
人
を
目
の
前
に
し
て
、
茶
葉
を
急

須
に
入
れ
、
ゆ
っ
く
り
湯
呑
み
に
注
い
で
供
す
。
こ
れ
が

一
番
お
い
し
い
し
、
も
て
な
す
人
の
や
さ
し
い
心
が
伝
わ

っ
て
来
る
。
こ
れ
こ
そ
、
本
当
の「
お
も
て
な
し
」で
は
あ

る
ま
い
か
。

　

さ
て
自
分
は
、
対
象
者
と
の
面
接
で
、
お
茶
や
水
一
杯

も
出
さ
な
い
で
き
た
。
深
く
反
省
し
て
い
る
。
心
か
ら
お

詫
び
し
た
い
。 

（
眞
壁
日
史
郎
）

　地域の区長が、地元の皆さんから絶大な信頼のあ
る教育者である方を推薦してくださり、福祉総務課
より教育委員会を通して、打診していただき、本人
より了解の返事を得ることが出来た。本人も退職後、
地域の為に貢献したいと思っておられたとのことで
す。

（川合　清丸）

・ある保護司が，友人の中より以前に地区の青少年
相談員をしておられた方を思いだし、支部の窮状を
話しお願いしたところ、定年前で現役の身であるが、
地域の必要とあればと、快く引き受けてくださった。

（石川　清次）

・元自動車学校の教官の方が、保護司として適任と思
われたので、地区担当保護司と会長が本人に会い、保
護司の仕事を説明した。本人も、地域の為に貢献した
いとの了解を得ることが出来ました。 （有山  茂三郎）

　38年間の教職員生活を終え、第二の人生は、これまで
の経験を生かして、何か社会に役立つことをしたいと考
えていました。そこで、微力ながら保護司を目指しました。
早速、市の福祉課を訪ねると欠員があり、志望動機を話
し申し込みました。保護司の仕事は、自分の経験を社会
に還元する仕事であると考えています。 （山本　隆三）

坂戸支部

川越支部

　民生委員を辞して1年くらい経過した頃に、現職
の保護司から保護司就任のお誘いを受けました。最
初は迷いましたが、今迄の経験を生かして微力なが
らも社会に恩返しが出来るならばと、お引き受けす
ることにしました。支部長と福祉課の担当者の面接
を受け、保護司に委嘱されました。　（立花　つる代）

　かつては自薦も他薦もありましたが、最近では現
職保護司からの推薦が多くなりました。

（大谷　英二）

ふじみ野支部

鶴ヶ島支部

　ある保護司より前町会長（元市職員）の方を推薦さ
れ、早速支部長が確認をとり、面会をする約束が得
られました。二人の役員と共に訪問し、保護司の役
割や身分などを説明。快諾を得たので、あとは市の
福祉課に諸手続きを依頼した。
　今まで、各保護司が推薦した方を支部長が打診し
ても断られるケースが多くありました。　　（関　健二）

　

富士見支部

　

 

休
け
い
室

保護司の補充に
困ってます



平成 26 年 7 月 1 日発行 第 3 号（６）く ら く ら

　
「
く
ら
く
ら
」は
会
報
誌
で
あ
り
、
広
報
誌
で

も
あ
り
、
主
題
を
三
号
で
一
巡
さ
せ
て
く
り
か

え
す
と
の
編
集
方
針
を
決
め
た
▼
即
ち
、
首
長

の
挨
拶
・
更
生
保
護
活
動
の
実
態（
数
字
で
示

す
）・
保
護
観
察
・
社
明
運
動
・
支
部
便
り
・

保
護
司
会
の
動
き
等
と
ペ
ー
ジ
割
り
付
け
▼
多

く
の
方
々
に
読
ん
で
い
た
だ
く
た
め
、
そ
の
年

の
話
題
に
な
っ
た
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、考
え
、

話
し
合
い
、
明
る
い
社
会
づ
く
り
活
動
に
役
立

て
ば
と
願
っ
て
き
た
▼
第
三
号
は
、
数
年
前
、

あ
る
町
会
長
の
一
言「
な
ぜ
埼
玉
県
は
少
年
犯

罪
が
多
い
の
か
」が
、
ず
っ
と
頭
に
残
っ
て
い

た
▼
他
県
の
白
書
と
比
較
し
て
、
ビ
ッ
ク
リ
。

本
県
の
改
善
の
効
果
が
余
り
見
ら
れ
な
い
。
今

後
、
学
校
や
関
係
諸
団
体
と
の
協
力
を
一
層
強

め
て
共
に
明
る
い
社
会
づ
く
り
に
励
み
ま
し
ょ

う
▼
川
越
地
区
の
保
護
司
も
急
に
十
五
年
以
上

の
ベ
テ
ラ
ン
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
断
層
が

発
生
し
な
い
よ
う
に
保
護
司
の
発
掘
に
良
き
案

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
提
案
く
だ
さ
い
。
次
号

よ
り
、
編
集
長
交
代
し
て
発
行
に
努
め
ま
す
。

掲
載
し
た
写
真
は
、
平
田
正
夫
氏（
坂
戸
）に

よ
る
も
の
で
す
。感
謝
し
ま
す
。（
眞
壁
日
史
郎
）

川
越
地
区
保
護
司
会
活
動
報
告

○
専
門
部
会

・
研
修
部
会　

三
回
開
催

・
犯
罪
予
防
活
動
部
会　

二
回
開
催

・
更
生
援
助
活
動
部
会　

三
回
開
催

・
広
報
部
会　

四
回
開
催

昨
年
度
の
各
支
部
・
自
主
研
修
テ
ー
マ

（
施
設
参
観
研
修
を
除
く
） 

○
川
越
支
部　

「
保
護
司
の
行
う
面
接
に
つ
い
て
考
え
る
」

法
務
大
臣
表
彰　
　

丸

山

臺

山

　
　
　
　
　
　
　
　

関
　

健

二

　
　
　
　
　
　
　
　

遠

藤

和

久

藍
綬
褒
章　
　
　
　

内
田
喜
代
治

退
任　

桜
井　

良
男（
川
越
）

　
　
　

菊
池　

伸
二（
川
越
）

　
　
　

小
林　
　

誠（
坂
戸
）

　
　
　

丸
田　

壽
夫（
川
越
）

　

以
上
、
５
月
24
日
付

　
　
　

内
田　

季
夫（
ふ
じ
み
野
）５

月
31
日
付

　
　
　

関
根　

正
夫（
川
越
） 

８
月
31
日
付

　
　
　

植
木　

幹
雄（
川
越
）

　
　
　

大
木　

清
志（
川
越
）

　
　
　

大
室　

圭
史（
川
越
）

　
　
　

神
田　

功
夫（
川
越
）

　
　
　

長
嶋　

保
雄（
川
越
）

以
上
、
11
月
30
日
付

　
　
　

大
嵩　

利
子（
川
越
） 

２
月
28
日
付

　
　
　

飛
田
和
一
雄（
富
士
見
）４
月
30
日
付

　
　
　

吉
田　

信
子（
川
越
） 

　
　
　

神
田　

織
文（
川
越
） 

　
　
　

隈
川　

邦
子（
ふ
じ
み
野
）

以
上
、
５
月
24
日
付

委
嘱　

長
野　

佐
七（
坂
戸
） 

５
月
25
日
付

　
　
　

横
田　

一
男（
富
士
見
）　

　
　
　

久
保
島
久
和（
鶴
ヶ
島
）

以
上
12
月
１
日
付

　
　
　

新
井　

町
子（
川
越
）

　
　
　

藤
井　

裕
之（
川
越
）

　
　
　

野
村　
　

昇（
川
越
）

　
　
　

間
仁
田　

誠（
川
越
）

　
　
　

傘
松　

達
一（
川
越
）

　
　
　

奥
富　

理
史（
川
越
）

広 報 委 員
○石川　清次（川越）
　有山茂三郎（川越）
　光地　英隆（坂戸）
　川合　清丸（坂戸）
　水田　英夫（鶴ヶ島）
　岸田　喜好（鶴ヶ島）
　萩原　幸子（鶴ヶ島）
　関　　健二（富士見）
◎眞壁日史郎（富士見）
　酒本　三郎（富士見）
　本橋　義明（富士見）
　大谷　英二（ふじみ野）
　野村　　茂（ふじみ野）

平成26年度事業計画

5月　 第１期統一研修会・総会
7月　 第64回社会を明るくする運動
9月　第２期統一研修会
10月　施設参観研修
11月　 第61回埼玉県更生保護大会
　　　第３期統一研修会
1月　第４期統一研修会

編
集
後
記

平
成
平
成
2525
年
度　

表
彰
者

年
度　

表
彰
者

平
成
平
成
2525
〜〜
2626
年
度　

保
護
司
の
異
動

年
度　

保
護
司
の
異
動

平
成
平
成
2626
年
度　

表
彰
者

年
度　

表
彰
者

　
　
　

塩
野　

謙
吉（
川
越
）

　
　
　

栗
原　

一
雄（
坂
戸
）

　
　
　

三
嶋
キ
ヨ
ミ（
鶴
ヶ
島
）

　
　
　

大
谷　

晃
道（
鶴
ヶ
島
）

　
　
　

岡
本　

貴
子（
ふ
じ
み
野
）

以
上
５
月
25
日
付

敬
弔　

宇
津
木　

仁
一（
鶴
ヶ
島
）11

月
７
日
付

　
　
　

石
川　

幹
康（
鶴
ヶ
島
） ５
月
５
日
付

●●下記の問題については、それぞれの相談窓口へ●●
♦「もうけ話」「急に金が必要」との電話には、
　警察相談専用電話　＃９１１０へ

♦心の健康に関する相談には、
　埼玉いのちの電話　　０４８－６４５－４３４３へ

♦「これは違法薬物？」には、
　ホワイトテレホンコーナー　０４８－８２２－４９７０へ
　ヤングテレホンコーナー　０４８－８６１－１１５２へ


